
　
市
で
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

新
制
度
を
実
施
す
る
た
め
の
基
準
な

ど
を
定
め
た
各
種
条
例
の
制
定
に
向

け
、
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ
れ

ら
の
条
例
で
は
、
国
が
定
め
る
基
準

を
踏
ま
え
、
幼
稚
園
、
保
育
所
な
ど

の
施
設
や
運
営
事
業
、
放
課
後
児
童

健
全
育
成
事
業
の
設
備
や
運
営
に
関

す
る
こ
と
な
ど
を
規
定
し
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
条
例
案
（
骨
子
）
に
つ

い
て
、
多
く
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る

た
め
、
皆
さ
ん
の
意
見
を
募
集
し
ま

す
。

▽
閲
覧
場
所
　
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

　
（
市
役
所
４
階
）
、
児
童
課
、
五

　
日
市
出
張
所
、
中
央
公
民
館
、
各

　
図
書
館

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
掲
載
し
て

　
い
ま
す
。

▽
提
出
方
法
　
７
月
14
日
（月）
ま
で
に

　
Ａ
４
用
紙
な
ど
に
意
見
と
住
所
、

　
氏
名
、
電
話
番
号
を
記
入
し
、
送

　
付
す
る
か
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

※
フ
ァ
ッ
ク
ス
や
メ
ー
ル
で
も
受
け

　
付
け
ま
す
。

▽
そ
の
他
　
提
出
さ
れ
た
ご
意
見
は
、

　
個
人
を
特
定
で
き
な
い
よ
う
に
編

　
集
し
、
概
要
な
ど
を
公
表
し
ま
す
。

▽
提
出
・
問
合
せ
　
児
童
課
保
育
係

　
（
〒
１
９
７
―
０
８
１
４
　
二
宮

　
３
５
０
、
直
通
５
５
８
・
１
９
８

　
２
、
　
５
５
８
・
１
１
１
７
、
　

　0
5
0
5
0
1
@
a
k
iru
n
o
-
in
fo
.

　to
k
y
o
.jp

）

　
70
歳
以
上
の
方
が
対
象
の
「
国
民

健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
と
75
歳

以
上
の
方
（
一
定
の
障
が
い
が
あ
る

と
認
定
さ
れ
た
65
歳
以
上
の
方
を
含

む
）
を
対
象
と
し
た
「
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者
証
」
を
７
月
中
旬
か

ら
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
更
新
に
あ
わ
せ
て
、
平
成
26
年
度

の
市
・
都
民
税
の
課
税
所
得
に
応
じ

て
、
医
療
機
関
な
ど
で
支
払
う
負
担

割
合
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。

▽
負
担
割
合
が
３
割
の
方
へ
　
市
・

　
都
民
税
の
課
税
所
得
が
１
４
５
万

　
円
以
上
の
方
や
、
同
一
世
帯
に
同

　
じ
保
険
に
加
入
し
て
い
る
３
割
負

　
担
の
70
歳
以
上
の
方
が
い
る
方
は

　
３
割
負
担
と
な
り
ま
す
。
た
だ

　
し
、
同
一
世
帯
の
70
歳
以
上
の
方

　
の
収
入
合
計
が
次
の
場
合
は
、
申

　
請
に
よ
り
負
担
割
合
が
１
割
と
な

　
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　●

１
人
の
場
合
…
３
８
３
万
円
未
満

　●

２
人
以
上
の
場
合
…
５
２
０
万
円

　
未
満
（
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給

　
者
証
の
方
は
、
例
外
も
あ
り
ま

　
す
）

▽
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の

　
負
担
割
合
の
変
更
に
つ
い
て
　
70

　
歳
以
上
の
方
が
対
象
の
「
国
民
健

　
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
」
の
一
部

　
負
担
金
の
割
合
が
、
国
の
施
策
に

　
よ
り
本
年
度
か
ら
表
の
と
お
り
改

　
正
さ
れ
ま
し
た
。

　
入
院
や
高
額
な
外
来
診
療
を
受
け

る
際
に
窓
口
負
担
が
減
額
さ
れ
る

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
な
ど
の
各

種
認
定
証
の
交
付
に
は
、
申
請
手
続

き
が
必
要
で
す
。

　●

国
民
健
康
保
険
に
加
入
の
方
で
、

　
す
で
に
各
種
認
定
証
を
お
持
ち
の

　
方
…
交
付
対
象
と
な
る
方
に
は
、

　
申
請
書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま

　
す
。
必
要
な
方
は
申
請
し
て
く
だ

　
さ
い
。

　●

後
期
高
齢
者
医
療
に
加
入
の
方
で

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
限
度
額
適

　
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

　
を
お
持
ち
の
方
…
引
き
続
き
対
象

　
と
な
る
方
に
は
７
月
下
旬
に
送
付

　
し
ま
す
。

※
保
険
税
が
未
納
の
方
に
は
交
付
で

　
き
ま
せ
ん
。

※
70
歳
以
上
の
方
は
、
市
・
都
民
税

　
非
課
税
世
帯
の
み
対
象
で
す
。

▽
手
続
き
に
必
要
な
も
の
　
申
請

　
書
、
保
険
証
、
は
ん
こ
、
認
定
証

　
（
国
保
の
方
で
現
在
認
定
証
を
お

　
持
ち
の
方
）

▽
申
請
場
所
　
保
険
年
金
課
、
五
日

　
市
出
張
所
（
た
だ
し
、
五
日
市
出

　
張
所
は
後
日
郵
送
と
な
り
ま
す
）

▽
問
合
せ
　

　●

国
民
健
康
保
険
に
つ
い
て
…
保
険

　
年
金
課
国
保
係

　●

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て

　
…
保
険
年
金
課
後
期
高
齢
者
医
療

　
係

　
65
歳
以
上
の
方
（
第
１
号
被
保
険

者
）
に
、
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知

書
（
納
入
通
知
書
）
を
７
月
上
旬
に

送
付
し
ま
す
。

▽
介
護
保
険
料
　
保
険
料
は
、
平
成

　
24
年
度
か
ら
26
年
度
ま
で
の
介
護

　
サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
な
ど
の

　
見
込
み
か
ら
計
算
さ
れ
る
基
準
額

　
を
基
に
、
住
民
税
の
課
税
状
況
な

　
ど
に
応
じ
て
、
第
１
段
階
か
ら
第

　
10
段
階
ま
で
に
区
分
さ
れ
ま
す
。

　
納
付
方
法
は
、
年
金
受
給
の
有
無

　
な
ど
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

※
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
（
納

　
入
通
知
書
）
に
記
載
の
１
期
当
た

　
り
の
保
険
料
は
、
年
間
の
保
険
料

　
額
を
各
納
期
の
回
数
で
分
け
て
い

　
る
た
め
、
月
額
保
険
料
額
と
は
金

　
額
が
異
な
り
ま
す
。

▽
介
護
保
険
料
の
納
め
方

　●

年
金
か
ら
天
引
き
の
方
（
特
別
徴

　
収
）
…
は
が
き
で
お
知
ら
せ
し
ま

　
す
。

＊
対
象
…
年
額
18
万
円
以
上
の
年
金

　
を
受
給
し
て
い
る
方
（
天
引
き
の

　
た
め
の
手
続
き
は
、
必
要
あ
り
ま

　
せ
ん
）

＊
天
引
き
月
…
偶
数
月
（
年
６
回
、

　
年
金
支
給
月
）
ご
と
に
天
引
き
に

　
な
り
ま
す
。
65
歳
に
な
る
時
期
な

　
ど
で
、
天
引
き
の
回
数
が
異
な
る

　
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　●

介
護
保
険
料
納
入
通
知
書
（
納
付

　
書
）
で
納
め
る
方
（
普
通
徴
収
）

　
…
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

＊
対
象
…
年
金
を
受
給
し
て
い
な
い

　
方
と
年
金
の
受
給
額
が
年
額
18
万

　
円
未
満
の
方

＊
納
め
方
…
７
月
か
ら
平
成
27
年
２

　
月
ま
で
の
各
納
期
限
（
年
８
回
）

　
内
に
金
融
機
関
な
ど
で
お
支
払
い

　
く
だ
さ
い
。

※
金
融
機
関
で
介
護
保
険
料
の
口
座

　
振
替
手
続
を
し
て
い
る
方
は
、
各

　
納
期
の
末
日
に
口
座
振
替
し
ま
す
。

　●

納
付
書
で
の
納
付
と
年
金
天
引
き

　
の
両
方
で
納
め
る
方
（
併
用
徴

　
収
）
…
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
。

＊
対
象
…
昨
年
度
途
中
で
65
歳
に
な

　
っ
た
方
や
転
入
さ
れ
た
方
な
ど

　
で
、
７
月
か
ら
９
月
ま
で
は
納
付

　
書
で
納
め
、
10
月
以
降
は
年
金
か

　
ら
の
天
引
き
と
な
る
方

＊
納
期
な
ど
詳
し
く
は
、
介
護
保
険

　
料
額
決
定
通
知
書
を
ご
覧
く
だ
さ

　
い
。

▽
便
利
な
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ

　
さ
い
　
納
め
忘
れ
の
な
い
よ
う
に
、

　
納
付
書
で
納
付
の
方
は
、
口
座
振

　
替
に
よ
る
納
付
を
お
勧
め
し
ま
す
。

　
希
望
す
る
方
は
、
納
付
書
、
通
帳

　
と
届
出
印
を
お
持
ち
の
上
、
市
内

　
の
金
融
機
関
（
郵
便
局
含
む
）
の

　
窓
口
か
高
齢
者
支
援
課
窓
口
で
申

　
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
高
齢
者
支
援
課
介
護
保

　
険
係
（
直
通
５
５
８
・
１
９
６

　
９
）

　
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難

な
方
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
制
度

が
あ
り
ま
す
。
利
用
さ
れ
る
方
は
事

前
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
保
険
料
免
除
（
全
額
免
除
・
一
部

　
免
除
）
制
度
　
所
得
が
減
っ
た
り
、

　
退
職
（
失
業
）
で
保
険
料
を
納
め

　
る
こ
と
が
困
難
な
と
き
、
本
人
、

　
配
偶
者
と
世
帯
主
の
前
年
所
得
が

　
基
準
額
以
下
で
あ
れ
ば
、
全
額
免

　
除
（
保
険
料
の
全
額
が
免
除
）
か

　
一
部
免
除
（
保
険
料
の
一
部
が
免

　
除
）
に
な
り
ま
す
（
別
表
）
。

▽
若
年
者
納
付
猶
予
制
度
　
世
帯
主

　
の
前
年
所
得
が
基
準
額
以
上
あ
る

　
た
め
免
除
対
象
と
な
ら
な
い
30
歳

　
未
満
の
方
は
、
本
人
と
配
偶
者
の

　
前
年
所
得
が
全
額
免
除
の
基
準
額

　
以
下
で
あ
れ
ば
、
保
険
料
の
納
付

　
を
先
に
延
ば
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
申
請
は
原
則
と
し
て
毎
年
度
必
要

　
で
す
。

※
一
部
免
除
が
認
め
ら
れ
た
方
は
、

　
納
め
る
こ
と
が
必
要
な
保
険
料
を

　
納
め
な
い
場
合
、
免
除
に
な
り
ま

　
せ
ん
。

※
免
除
期
間
、
先
送
り
し
た
期
間

　
の
保
険
料
は
、
10
年
以
内
で
あ
れ

　
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と

　
が
で
き
ま
す
（
追
納
）
。

※
退
職
（
失
業
）
し
た
場
合
は
、
退

　
職
（
失
業
）
に
よ
る
特
例
免
除
も

　
あ
り
ま
す
。

▽
持
ち
物
　
年
金
手
帳
、
は
ん
こ

　●

退
職
（
失
業
）
に
よ
る
免
除
申
請

　
の
方
…
雇
用
保
険
被
保
険
者
離
職

　
票
か
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
、

　
公
務
員
の
方
は
退
職
辞
令
（
い
ず

　
れ
も
コ
ピ
ー
可
）

▽
申
請
・
問
合
せ

　●

保
険
年
金
課
年
金
係
、
五
日
市
出

　
張
所
市
民
総
合
窓
口
係
（
申
請
の

　
み
）

　●

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４
２
８

　
・
30
・
３
４
１
０
）

　
20
歳
前
の
け
が
や
病
気
が
原
因
で

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
方
に
、

日
本
年
金
機
構
か
ら
「
国
民
年
金
受

給
権
者
所
得
状
況
届
」
が
送
付
さ
れ

ま
す
。
所
得
状
況
届
に
必
要
事
項
を

記
入
し
、
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
障
が
い
の
程
度
を
確
認
す
る
必
要

の
あ
る
方
に
は
、
診
断
書
付
き
所
得

状
況
届
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
医

師
の
診
断
を
受
け
て
か
ら
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　
所
得
状
況
届
は
大
切
な
届
出
で

す
。
提
出
が
遅
れ
る
と
年
金
が
一
時

止
ま
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。
年
金
を
受
け
始
め
て

か
ら
１
年
未
満
の
方
に
は
、
所
得
状

況
届
は
送
付
し
て
い
ま
せ
ん
。

▽
提
出
先

　●

保
険
年
金
課
年
金
係

　●

五
日
市
出
張
所
市
民
総
合
窓
口
係

▽
提
出
期
限
　
７
月
31
日
（木）

▽
問
合
せ

　●

青
梅
年
金
事
務
所
（
☎
０
４
２
８

　
・
30
・
３
４
１
０
）

　●

保
険
年
金
課
年
金
係

▽
内
容
　
現
在
、
６
月
定
例
会
の
本

　
会
議
の
模
様
を
配
信
中
で
す
。

　
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
あ
き
る
野

　
市
議
会
」
か
ら
「
本
会
議
録
画
中

　
継
」
を
検
索
し
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
議
会
事
務
局

介
護
保
険
料
額

決
定
通
知
書
を
送
り
ま
す

国
民
年
金
受
給
権
者

所
得
状
況
届
の

　
　
提
出
を
お
忘
れ
な
く

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
納
付
が
困
難
な
方
へ

国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
と

後
期
高
齢
者
医
療

被
保
険
者
証
を

　
一
斉
更
新
し
ま
す

入
院
時
な
ど
の

　
　
各
種
認
定
証
の

　
　
　
　
　
　
　
交
付

４人世帯

（夫婦、子ども２人）

２人世帯（夫婦のみ）

単身世帯

全額免除
免除区分

世帯構成
1/4納付

（3/4免除）

半額納付

（半額免除）

3/4納付

（1/4免除）

162万円以下

92万円以下

57万円以下

192万円以下

116万円以下

78万円以下

232万円以下

156万円以下

118万円以下

272万円以下

196万円以下

158万円以下

一部納付

表　一部負担金の割合

145万円以上の被保険者とその方と同じ世帯
の被保険者

145万円未満の被保険者
（同じ世帯の被保険者全員が145万円未満）

平成26年度市・都民税課税所得

※誕生日が昭和19年４月２日以降の方が対象です。

所得区分

現役並み
所得

一般

３割 ３割

１割
１割

２割※

変更前 変更後

FAX


